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研究成果の概要（和文）：本研究では、米国のロサンゼルスやニューヨークなどの地域労働運動に関する事例研
究を実施した。これらの地域では、Central Labor Council（地方労働組合評議会）や核となる複数のLocal 
Union（産別全国組合の地域支部）、シンク&アクトタンクが地域労働運動を推進する上で重要な役割を果たし、
コミュニティとの連携を構築し、マスメディアやソーシャルメディアを活用して、労働者の権利を求める社会的
なキャンペーンを展開し、政治家たちを動かして、最低賃金の大幅な引き上げなどの成果をあげている。これら
は社会運動ユニオニズム（社会運動的な労働運動）のアメリカ的な形態と評価できる。

研究成果の概要（英文）：This study examines recent local labor movements in Los Angeles, New York 
and other U.S. cities. The research found that central labor councils, “think-and-act” tanks and 
predominant local unions play a crucial role in advancing local labor movements. Through building 
community coalitions and their strategic use of both mass and social media, they have been able to 
develop effective campaigns for workers’ rights, including a society-wide movement that pushed 
lawmakers to significantly raise the minimum wage. The study concludes that such local labor 
movements are distinctive to social movement unionism in the U.S.

研究分野： 労働運動・労使関係

キーワード： 社会運動ユニオニズム　Central Labor Council　労働組合　シンク&アクトタンク　最低賃金　Communi
ty Coalition　労働者センター　ソーシャルメディア
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様	 式	 Ｃ－１９，Ｆ－１９－１，Ｚ－１９，ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
 
	 1980 年代以降、新自由主義的グローバリ
ゼーションの結果、先進国の労働運動は衰退
を続けてきたが、1990 年代以降、労働運動
の再生を模索する動きが顕在化している。そ
の試みのひとつが、コミュニティ・グループ
や社会運動との連携を強め、経済的利益を追
求するだけではなく、広義の社会問題にも取
り組む「社会運動ユニオニズム」（Social 
Movement Unionism：社会運動的労働運動）
である。  
	 社会運動ユニオニズムに関する研究は米
国を中心に一定の蓄積があるが、日本におけ
る研究は端緒についたばかりである。日本語
による米国の社会運動ユニオニズムの研究
成果は、戸塚秀夫らの国際労働研究センター
の研究（国際労働研究センター編『社会運動
ユニオニズム：アメリカの新しい労働運動』
緑風出版、2005 年）をはじめ、山田信行、
鈴木玲、チャールズ・ウェザーズ、篠田徹な
どによる研究がある。労働運動が連携対象と
するコミュニティ・グループに関しては、遠
藤公嗣らによる新しい労働組織とネットワ
ークの調査研究（『仕事と暮らしを取りもど
す：社会正義のアメリカ』岩波書店、2012
年）がある。しかし、継続的に調査研究が進
められているわけでない。 
	 米国の労働組合のナショナルセンター
AFL-CIOは、2013年 9月の大会で、コミュ
ニティ・グループとの強力な連携関係を構築
し、すべての労働者をあらゆる方法を駆使し
て、組織する方針を打ち出した。 
	 そこで、AFL-CIO の打ち出した方針が地
域労働運動のレベルで、どのように具体化さ
れているのかを明らかにし、社会運動ユニオ
ニズムの現状に関する知見を深め、社会運動
ユニオニズムの今後の展望や日本の労働運
動へ示唆するものを明らかにしたいと考え
た。 
 
２．研究の目的 
 
	 本研究の目的は、（１）米国の複数の地域
を対象とする事例研究によって、AFL-CIO
の方針の内実、歴史的位置、地域労働運動や
産別別の全国組合並びに支部での具現化の
実態、AFL-CIO と地域組織や全国組合と支
部、コミュニティ・グループとの相互作用を
明らかにすること、（２）それらを社会運動
ユニオニズムの深化・発展と評価できるのか
否か、それらは労働運動再生の糸口となるの
か、日本の労働運動への示唆するものは何か
を明らかにすることである。 
 
３．研究の方法 
 
	 研究の方法は事例研究法を採用し、調査対
象を選定し、訪問して関係者への聞き取りと
資料収集、可能な場合は会議や行動、集会な

どに参加して参与観察を行った。インターネ
ットを通じて資料収集を行った。それらの資
料をもとに考察を行った。 
 
４．研究成果 
	 2013年 9月のAFL-CIO大会で打ち出され
た方針そのものは、1990 年代以来、積み上
げられてきた労働運動とコミュニティ・グル
ープとの連携実践の蓄積の成果であると同
時に、それを方針化することによって、各傘
下組織に取り組みを促していくものであっ
た。	  
	 この AFL-CIO の方針提起に加え、さらに
大きなインパクト持った出来事は、2012 年
に始まるファストフード労働者のストライ
キが最低賃金引き上げ運動の大きな高揚を
引き起こし、各地で、最低賃金を 15 ドルへ
向けて大幅引き上げていくことが決定され
たことである。これは研究を企画した 2013
年に、まったく予期していなかったことであ
る。 
	 そこで、調査対象を再考し、以下の 3点の 
調査研究課題を設定した。 
	 １つ目は、最低賃金引き上げ運動を調査研
究の対象に設定し、全米各地の最低賃金の大
幅な引き上げはいかにして実現されたのか、
それを実現するために、地域労働運動はどの
ようにコミュニティ・グループと連携したの
かを明らかにしたいと考えた。そこで、ロサ
ンゼルスとニューヨークを訪問して、調査を
実施した。他の地域の最低賃金引き上げ運動
ついては、先行研究にあたったり、インター
ネットを通じた資料収集を行った。 
	 ２つ目は、労働組合や労働者センターによ
る組織化を課題として、具体的にはニューヨ
ークに拠点を持つ Retail, Wholesale and 
Department Store Union（RWDSU：小売・
卸売・百貨店労働組合）の小売労働者の組織
化 、 New York Taxi Workers Alliance
（NYTWA：ニューヨーク・タクシー労働者
連合）によるタクシーやウーバーなどの運転
手の組織化、そして、Service Employees 
International Union（SEIU：全米サービス
従業員組合）らによるファストフード労働者
の組織化を対象とする調査を課題として設
定した。各組織を訪問して聞き取りと資料収
集、インターネットを通じた資料収集を行っ
た。 
	 ３つ目は、上記２つの課題を調査研究する
過程で、ソーシャルメディアの重要性に気づ
いたので、「労働運動とソーシャルメディア」
に焦点をあてて、訪問した各組織からの聞き
取りと資料収集、インターネットを通じた資
料収集を行った。 
	  
（１）最低賃金引き上げ運動 
	 この 30 年、米国労働運動は、格差と貧困
が拡大していくなかで、低賃金労働者の賃
金・労働条件をいかにして引き上げるかを最
重要の課題として取り組んできた。1980 年



代、新自由主義グローバリゼーションの展開、
そして、使用者の攻撃によって、米国労働運
動は組織率を激減させ、消滅の危機に直面し
ていた。しかし、苦闘の 80 年代を抜けて、
90年代に入ると、労働運動はコミュニティと
の連携・共闘（Coalition）に活路を見出し、
ロサンゼルスをはじめいくつかの地域で目
に見える成功を収め始める。従来の「ビジネ
スユニオニズム」と異なる新しい労働運動は
「社会運動ユニオニズム」（Social Movement 
Unionism）の一形態と捉えられ、労働運動
再活性化のモデルとして議論されてきた。 
	 2008 年のリーマンショック後の不況によ
り、格差と貧困が一段と拡大していく。 
	 2011 年 9 月に勃発したウォール街占拠運
動は、“We are the 99%”を掲げて、１％の超
富裕層とウォール街、ワシントン DCのエス
タブリッシュメントによる支配に対して抗
議行動を展開する。これが全米に燎原の火の
如く広がり、格差と貧困をめぐり米国をあげ
ての議論を引き起こした。 
	 2012 年 11 月、ニューヨ−クのファストフ
ード労働者たちは、コミュニティ・グループ
の支援を受けて、時給 15 ドルと労働組合を
求めてストライキに突入する。以後、SEIU
とコミュニティ・グループの支援を受けなが
ら、ファストフード労働者たちは全米各地で
節目節目に統一ストライキを繰り返した。そ
こに、様々な低賃金労働者たちも合流し、コ
ミュニティの人々と共に闘う Fight for $15
（15ドルを求める闘い）として展開、それは
次第に最低賃金引き上げ運動に転化してい
った。 

	 2014年 6月、ワシントン州シアトル市で、
2018年までに最低賃金を 15ドルに引き上げ
る条例が成立すると、これが大きなインパク
トとなって、西海岸各都市へ、全米各都市へ、
各州へ、最低賃金の大幅引き上げが爆発的に
広がっていった。2016 年 4 月には、カリフ
ォルニア州とニューヨーク州が最低賃金を
段階的に 15 ドルに引き上げていくことを決
定した。 
	 これらを実現した社会的基盤は既に述べ
た1990年代から2000年代に培われたコミュ
ニティと連携・共闘（Coalition）する労働運
動＝社会運動ユニオニズムである。 
	 そ れ は 、 AFL-CIO の地域組織である
Central Labor Council（CLA：地方労働組合
評議会）や核となるローカルユニオン（産業
別の全国組合の地域支部）、経済的公正を求
めて活動するシンク&アクトタンク（調査研
究と政策立案、政策の実現のためにキャンペ
ーンの組織化を行う団体）、大学のレイバー
センター（労働研究教育センター）がコア・
グループ（あるいはハブ）を形成し、それに、
労働者センター、宗派を超えた宗教者グルー
プ、地域で様々な課題（貧困、労働、住宅、
移民の権利、公民権、地域開発、教育など）
に取り組むコミュニティ・グループがつなが
り、連携・共闘関係を構築している。これら
がソーシャルメディアを活用して、社会的な
キャンペーンを展開することで、世論や政治
家たちを動かして最低賃金の引き上げを実
現してきた。 
	 これらの関係をモデル化すると以下の図
の通りである。 
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（２）労働組合の組織化 
①RWDSUの組織化 
	 RWDSUは、Retail Action Project（小売
店労働者を会員として組織していく労働者
センター）を設置し、これを受け皿にしなが
ら、コミュニティ・グループとの連携やソー
シャルメディアとグローバル枠組み協定を
有効に活用し、グローバル企業 Indexのファ
ッション小売店 ZARAのニューヨーク・マン
ハッタンの複数店舗の 1,000名の労働者の組
織化に成功した。 
 
②NYTWAの組織化とライドシェア規制 
	 NYTWA は 1998 年に結成された「労働者
センター」（90 年代以降に出現する労働組合
ではない労働者組織。多くは移民コミュニテ
ィに基盤を置き、相談・支援・組織化・教育・
交渉・政策実現などの機能を持っている）で、
個人事業主化されているニューヨークのタ
クシー運転手の約 1万９千人を組織し、タク
シー業界の規制当局と交渉しながら、労働条
件の改善を勝ち取ってきた。この数年、規制
の谷間で無秩序に拡大してきたウーバーや
リフトなどの「ライドシェア」に対して、規
制当局に、タクシーと同様の規制をかけるよ
う求めて取り組みを進めている。 
 
③ファストフード労働者のストライキ 
	 2012 年に始まったファストフード労働者
のストライキは、SEIU が組織をあげた支援
体制を組み、コミュニティの様々なグループ
との連携を進めながら、Fight for $15運動と
して展開された。世論の支持を受けて、様々
な低賃金労働者が合流する最低賃金の大幅
引き上げ運動に転化し、全米各地の最低賃金
の大幅引き上げを実現する上で大きな役割
を果たした。 
	 他方、組織化は今後の課題であるが、2017
年にはニューヨーク市でファストフード労
働者のための NPO が設立された。そして、
ファストフード店の使用者に、希望する労働
者の賃金から NPO への寄付 を控除するこ
とを義務付けるニューヨーク市条例を制定
させた。今後の見通しは定かでないが、全国
労働関係法（NLRA）の下で、ファストフー
ド労働者を店舗ごとに組織化することは事
実上不可能であり、制度上も地域労働協約を
締結することが難しいなかで、新しい組織化
の試みであると言える。 
 
（３）労働運動とソーシャルメディア 
	 2016 年に論文「インターネット対労働運
動：なぜ労働組合はデジタル組織化に奥手な
のか」［Sipp，2016］が発表された。この刺
激的なタイトルの背景には、米国労働運動に
対する失望といらだちがある。この時点で、
米国の労働組合の多くはデジタル組織化に
関心を持っていなかったからである。 
	 一方、すでに「デジタル技術は、組合のな
い労働者の組織化において、有効に使われて

きた」［Sipp，2016］と指摘する。その成功
例として挙げられているのは、ハッシュタグ
を使った以下の 3つの運動である。 
#caringacrossgenerations 
#fightfor15 
#ourwalmart 
	 これらの運動を推進したのは SEIU や
UFCW （ United Food and Commercial 
Workers International Union：全米食品商
業労組）といった大規模な労働組合であり、
さらにはコミュニケーション・ディレクター
やメディア・コンサルタントと言われるデジ
タル技術に精通した優秀なスタッフたちで
ある。 
	 こうした運動に刺激を受けてニューヨー
クの RWDSU は、マンハッタンの ZARA 店
舗で働く 1,000名の労働者の組織化に成功し
ている。ZARAで働く若いファッション労働
者たちを組織化するために、ソーシャルメデ
ィア、特に Instagramを活用することで、組
織化の要となるWorkers committee（労働者
委員会）をつくり上げた。 
	 しかし、労働運動とソーシャルメディアの
関係は始まったばかりである。 
 
（４）総括 
	 以上の調査研究結果を踏まえると、2011
年のウォール街占拠運動以降、アメリカの労
働運動はいくつかの地域でコミュニティ・グ
ループとの連携・共闘をさらに深化させて、
社会運動ユニオニズムへの転換を深めたと
評価しうる。AFL-CIO のコミュニティ・グ
ループとの連携方針は、これまでの運動の成
果であると同時に、それをさらに傘下組織に
促していくものと評価される。 
	 労働運動とコミュニティ・グループとの連
携・共闘は、各地で最低賃金の大幅な引き上
げという成果をあげている。さらに、近年、
基礎自治体レベルで、オンコールワーク（呼
び出し労働）などの労働時間規制や休暇の設
定、あるいは、公正労働基準法の対象外であ
る家事労働者の権利章典や雇用の枠外であ
るフリーランサーの保護条例を定める動き
も出て来ている。これらは、劣悪な労働条件
で働く低賃金労働者、移民労働者、未組織労
働者、ギグエコノミー下で増加しつつある個
人事業主たちの労働条件を地域レベルで飛
躍的に改善する上で大変有効である。これら
は自治体レベルでの「法律制定の方法」は、
今後ますます労働運動の重要な方法と位置
づけられる。他方、それは、労働者を交渉単
位ごとに労働組合に組織化し、団体交渉によ
って労働協約を勝ち取ることで労働条件を
改善してきた従来の方法に取って代わるの
か、当面は併存するのか、その行く末をフォ
ローする必要がある。 
	 ファストフード労働者のストライキ、そし
て、Fight for $15の運動は、旧来の労働組合
の組織化とはまったく異なる、新たな取り組
みである。これらの動きは、労働者センター



による組織化の拡がりとともに “Alt-labor”
とも呼ばれる新しい労働者組織や運動と評
価されている。 
	 労働組合組織率は、毎年、低下を続けてい
ており（2017年現在、10.7％）、労働組合運
動総体の衰退は止められていないなかで、
Alt-labor がしだいに影響力を拡大していく
のか、周辺部にとどまるのか、併存していく
のか、その行く末をフォローしていく必要が
ある。 
	 他方、未組織労働者の組織化は大変困難で
あるが、RWDSUによる ZARAの組織化では
グローバル枠組み協定とソーシャルメディ
ア、コミュニティ・グループの支援を活用し
て成功している事例もある。今後、労働組合
の組織化戦略がどう展開されるのか、引き続
きフォローが必要である。 
	 労働運動とソーシャルメディアについて
は、端緒についたばかりで、引き続き調査研
究が必要である。 
 
（５）日本の示唆するもの 
	 米国の労働運動とコミュニティ・グループ
とが連携・共闘する運動のあり方（社会運動
ユニオニズム）については示唆するものが多
い。社会政策学会の 2009 年春季大会の共通
論題で、研究代表者高須は、日本の派遣村の
経験を踏まえて、日本において社会運動ユニ
オニズムの可能性があるのではないかと論
じた［高須，2010］。しかし、その後、民主
党政権の挫折を経て、安倍政権下で、労働運
動は停滞を極めている。311 以後、脱原発運
動や安保法制反対運動など新たな社会運
動・政治運動が出現しているが、労働運動の
主流であるナショナルセンター「連合」は連
携していない。既に方針化されている連合の
地域協議会の活性化と「地域に顔の見える」
連合をつくっていく取り組みについては重
要であるが、どこまで実践が進んでいるか、
見えてこない。 
	 他方、日本には存在しないシンク&アクト
タンクや労働運動と連携する大学のレイバ
ーセンターは米国の社会運動ユニオニズム
にとって大変重要な組織であり、日本の労働
運動を活性化させるためには必要な存在で
ある。これを具体化させる取り組みは研究者
自身の実践的課題である。 
	 最低賃金が審議会で決定されている日本
の方式では、米国のように、社会的な運動で
議会を動かしたり、住民投票で決定させるな
どの方法を採れない。コミュニティ・ユニオ
ンなど一部の労働組合は取り組みを進めて
いるけれども、なかなか、大きな運動になら
ない。どうしたら良いのか、実践家たちとの
議論が必要である。 
	 ソーシャルメディアの活用については、ア
メリカの労働運動、社会運動は一歩先を進ん
でいる。ここからも学ぶものがある。 
	 最後に、自治体レベルの法律制定の方法を
日本にも適用できるかどうか。既に、いくつ

かの自治体で賃金などに踏み込んだ公契約
条例がつくられつつある。さらに、これを一
般に適用する条例、例えば最賃条例や休暇に
関する条例を作ることができないのか。現時
点では難しいこととなっているが、その可能
性について、議論が必要である。 
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